
Ⅱ 糖価調整制度の役割と仕組み 

  



 １ 制度の全体像 

◆ 糖価調整制度は、最終製品である精製糖の海外からの流入を高い水準の国境措置を通じて阻止する中で、沖縄・鹿 
 児島・北海道の甘味資源作物や、これを原料とする国内産糖の製造事業、更に国内産糖と輸入粗糖を原料とする精製 
 糖製造事業が成り立つようにすることで、砂糖の安定供給を確保していく仕組み。 
◆ 具体的には、 
 ① 輸入精製糖には高い水準の関税・調整金を課す。このため、ほとんど輸入されない。 
 ② （独）農畜産業振興機構（ＡＬＩＣ）は、粗糖を輸入する精製糖企業から調整金を徴収。これにより、輸入粗糖 
  の価格が引き上げ。 
 ③ ＡＬＩＣは、甘味資源作物生産者・国内産糖製造事業者に対し、交付金を交付。これにより、国内産糖の価格が   
  引き下げ。 
 ④ 価格が引き上げられた輸入粗糖と引き下げられた国内産糖を原料として、精製糖企業は国内で精製糖を製造し、 
  消費者に供給。 

輸入精製糖、輸入粗糖、国内産糖の価格差の概念図 

【砂糖の場合】 
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 ２ 調整金の徴収 

調整金 

調整基準価格 

調整率 

【国内産糖】 【輸入糖】 

平均輸入価格 

…ＡＬＩＣ買入価格 

100％ 

…特に効率的なコスト 

国内産糖の標準的なコスト 

現行
37% 

交付金 
（調整金支出） 

交付金 
（国費） 

国内産糖の販売価格 

…ＡＬＩＣ売戻価格 

 

   

さとうきび 

てん菜 

生産費 

砂糖 

製造経費 

調
整
金
単
価 

種苗費、機械費、肥料費、薬剤
費、委託作業料、労働費 等 

＝ 

＝ 

国内の生産者・製造事業者交付金 

現行 

153,200円／製品トン 

 燃料費、建物・機械設備費、
補助材料費、人件費 等 

◆ 輸入糖から徴収される調整金については、調整基準価格と平均輸入価格の差に調整率を乗じて単価を決定。 

◆ 調整基準価格は、砂糖の内外価格差調整の基準となる指標であり、輸入糖の価格がその価格を下回った場合にはじめて価 

 格調整の仕組みが発動される。その水準は、特に効率的に製造された場合の国内産糖の製造コスト、すなわち効率的な原料 

 生産の生産費と効率的な工場での砂糖の製造経費の合計額を基礎として算定。 

◆ 平均輸入価格は、４半期ごとに、ニューヨーク取引所の平均価格等を基準として決定。また、調整率は、当年の砂糖の推定総 

 供給数量に占める当年の国内産糖の推定供給数量の割合を限度として決定。 

◆ なお、生産者と国内産糖製造事業者に対しては、標準的な国内産糖の製造コストと国内産糖の販売価格の差額が交 

 付金として交付されているが、この場合、  
 ① 特に効率的なコスト（調整基準価格）と販売価格の差額分は調整金で、 
 ② 標準的なコストと特に効率的なコストの差額分は国費で賄う仕組み。                                                                                

【砂糖の場合】 
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○ 砂糖調整金の期末残高推移 
（単位：億円） 

○ 砂糖の調整金収支の推移 

（単位：億円） 

注1）砂糖年度（ＳＹ）とは、毎年10月1日～翌年9月末までの期間をいう。 

砂糖年度（SY） 単年度収支 期末残高 

10 ▲ 61 201 

11 ▲ 89 113 

12 ▲ 14 99 

13 ▲ 98 1 

14 ▲ 79 ▲ 78 

15 ▲ 306 ▲ 384 

16 ▲ 164 ▲ 548 

17 ▲ 158 ▲ 706 

18 ▲ 116 ▲ 349 

19 ▲ 73 ▲ 422 

20 ▲138 ▲560 

21 ▲143 ▲704 

22 ▲4 ▲379 

23 74 ▲305 

24 62 ▲242 

25 27 ▲215 

26 34 ▲181 

注3）18ＳＹに砂糖生産振興資金473億円を充当、22ＳＹに糖価調整緊急対策交付金329億円を充当。 
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注2）ラウンドの関係で対前年増減と期末残高が一致しない場合がある。 

◆ 砂糖調整金の収支については、平成21砂糖年度末に累積差損が約▲700億円となった。 

◆ これに対応し、平成22年10月以降、精製糖企業による調整金負担の水準引上げ等の取組とともに、平成23年度予算における緊急対策
（糖価調整緊急対策交付金329億円）等を総合的に実施し、制度の安定的な運営に向けて努力中（累積差損は26砂糖年度末で▲181億
円）。 

 ３ ＡＬＩＣ砂糖勘定の状況 

注）単年度収支には、砂糖生産振興資金及び糖価調
整緊急対策交付金の充当分を含まない。 

  また、19砂糖年度以降の各年度については、当該
年度のてん菜に係る国庫納付の確定額を反映。 
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Ⅲ 糖価調整法の改正の概要について 



Ⅱ ＴＰＰ関連政策の目標 
 
３ 分野別施策展開 
 
（１）農林水産業 

②経営安定・安定供給のための備え（重要５品目関連） 
   関税削減等に対する農業者の懸念と不安を払拭し、ＴＰＰ協定発効後の経営安定に万全を期
すため、生産コスト削減や収益力向上への意欲を持続させることに配慮しつつ、協定発効に合
わせて経営安定対策の充実等の措置を講ずる。 

 
 ○甘味資源作物 

    国産甘味資源作物の安定供給を図るため、加糖調製品を新たに糖価調整法に基づく調整
金の対象とする。 

 
 
Ⅲ 今後の対応 
 
○ ＴＰＰに関しては、今後、署名を経て協定文を確定させ、必要な法制度と併せ、必要な時期に
国会に提出することとする。 

 １ 総合的なＴＰＰ関連政策大綱 
 

（平成27年11月25日TPP総合対策本部決定） 
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＜甘味資源作物関係抜粋＞ 



  TPP協定の締結に伴う関係法律の整備に関す

る法律の一部として、平成28年３月８日（火）に

閣議決定。 

 

 TPP協定の発効日にあわせて施行 

 ２ ＴＰＰ協定の締結に伴う糖価調整法の改正 

35 



 
 

○ 制度対象に追加する加
糖調製品について、「砂糖
を使用した輸入される調
製品であつて、砂糖との
用途の競合の状況に鑑
み、国内産糖の安定的な
供給に影響を及ぼすおそ
れがあると認められるもの
として政令で定めるもの」
と定義。 

 
○ 含糖率50％以上のココ

ア調製品や粉乳調製品等
を対象とする予定。 

 糖価調整法の改正により、輸入される加糖調製品を糖価調整制度による調整金徴収の対象に追加。 

 

 加糖調製品から徴収した調整金を財源として、国内産糖への支援に充当。 

 
 

○ 輸入加糖調製品の輸入
業者等から、機構が当該
輸入加糖調製品を買入
れ。 

 

○ 調整金を賦課した上で
輸入業者等へ売り戻すこ
とで、調整金を徴収。 

 

※ 加糖調製品から調整金を徴
収するに当たり、これに含まれ
る砂糖（「加糖調製品糖」とい
う。）を基準として調整金単価
の算定を行う。 

 
 

○ 輸入加糖調製品から
徴収した調整金を財源と
して、輸入に係る粗糖の
機構の売戻価格を引き下
げる（調整金を軽減す
る）。 

 
 

○ 輸入加糖調製品を機
構による買入れ及び売戻
しの対象とすることから、
機構の業務として、輸入
加糖調製品の買入れ及
び売戻しを追加する。 

Ⅰ．定義規定 Ⅱ．価格調整措置 Ⅲ．軽減額 Ⅳ．機構業務 

◆新糖調法第２条第５項 ◆新糖調法第２章第３節 ◆新糖調法第９条 ◆新機構法第10条第５号ハ 

国内で生産される砂糖の競争力強化 

 ３ 糖価調整法改正の概要 
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調整金 
Ａ 

国 費 

【輸入糖】 【国内産糖】 【加糖調製品糖】 

調整金充当 
B1 

調整金充当 B２ 軽減額 Ｄ 

 

A + Ｄ = B1 

加糖調製品糖に換算 
 

政策支援          

軽減後の 
輸入糖売戻価格 

平均輸入価格 

国内産糖交付金 
＋             

甘味資源作物交付金 

砂糖調整基準価格 

 輸入加糖調製品の調整金単価＝（加糖調製品糖調整基準価格－加糖調製品糖平均輸入価格）×調整率×含糖率 
 

 輸入糖調整金単価からの軽減額＝輸入加糖調整金から徴収する調整金総額／（輸入糖及び国内産糖の数量） 

加糖調製品糖調整
基準価格 

加糖調製品糖 
売戻価格 

加糖調製品糖 
平均輸入価格 

調整金 
Ｃ 

 

差×調整率 
軽減前の 

輸入糖売戻価格 

Ｃ= Ｄ + B２ 

 ４ 輸入加糖調製品と砂糖の価格調整について 
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